
  

１ 総社市行政不服審査会の結論 

総社市長が，平成３０年６月１５日付けで行った，平成３０年度市民税・県民税納税通

知書に関する処分は妥当である。よって，本件審査請求については，棄却されるべきであ

る。 

 

２ 事案概要  

（１）審査請求人は，平成３０年２月１６日，倉敷税務署長に対し，平成２９年分の所得税

及び復興特別所得税の確定申告書を提出した。 

（２）確定申告書の提出は，市民税・県民税の申告書を提出したものとみなされるとともに，

同申告書に記載された事項のうち前年の所得金額等の事項については市民税・県民税

の申告書に記載されたものとみなされることから（地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第４５条の３第１項及び第２項，同法第３１７条の３第１項及び第２項），総社

市長（以下「実施機関」という。）は，上記確定申告書に記載された所得金額の記載を

元に，審査請求人の平成３０年度市民税・県民税普通徴収税額を１８１，７００円と決

定し，平成３０年６月１５日付けで審査請求人に通知した（納税通知書番号００１６

７５３３。以下「本件処分」という。）。 

（３）審査請求人は，本件処分を不服として，平成３０年６月２６日，実施機関に対し，行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）第２条の規定に基づく

審査請求（以下「本件審査請求」という。）を提出した。 

（４）実施機関は，法第４３条第１項の規定に基づき，平成３０年１２月１８日付け総第１

４０号により総社市行政不服審査会（以下「審査会」という。）に対して本件審査請求

について諮問した。 

 

３ 審査請求人の主張の要旨 

 審査請求人が，審査請求書等において主張している本件処分に対する意見は，次のように

要約される。 

（１）平成２９年分の所得税等の確定申告書の所得の記載により審査請求人の平成３０年

度市民税・県民税普通徴収税額が１８１，７００円と決定されたことは理解できる。 

（２）審査請求人は無職であり，定期収入はなく，所得税の税額に国民健康保険税と平成３

０年度市民税・県民税の普通徴収税額を合計すると１，２７７，８００円と高額とな

り，その１２分の１の金額（約１０６，４８３円）は１ヶ月の一人暮らし世帯に必要な

生活費の額１５０，０００円の約７０．９８％にもなる。 

（３）預貯金が低利率のため，利息が少ない。 

（４）審査請求人が頼らざる得ない年金の受給開始年齢まであと１８年もあり，また，法律

の改正により開始年齢が６６歳に変わる可能性があるとともに，「物価が上がったが，



年金の受給額は据え置く」という内容の報道があった。 

（５）消費税が増税されている。 

（６）以上の理由により，本件処分にかかる普通徴収税額は審査請求人には高額であり，日

本国憲法第２５条，生活保護法第１条から第５条の規定に違反し，違法であり，本件処

分により審査請求人の生存権が侵害されているため，本件処分の取消を求める。 

 

４ 実施機関の本件処分理由説明要旨 

本件処分については，地方税法，岡山県税条例（昭和２５年岡山県条例第５４号），森林

の保全に係る県民税の特例に関する条例（平成１５年岡山県条例第６１号）及び総社市税条

例（平成１７年総社市条例第５３号）の規定に基づくものであって，違法又は不当な点はな

いと主張している。 

 

５ 審査会の判断理由 

 審査会の判断理由は，次のとおりである。 

（１）平成３０年度市民税・県民税普通徴収税額について 

審査請求人の平成２９年分の所得金額を根拠に，関係する法令及び条例の規定に基

づき，審査請求人の平成３０年度市民税・県民税普通徴収税額を１８１，７００円と決

定しており，このことについて当事者間に争いはない。 

（２）憲法第２５条，生活保護法第１条から第５条について 

審査請求人は，上記３によれば，審査請求人の平成３０年度の市民税・県民税普通徴

収税額１８１，７００円は高額であり，憲法第２５条，生活保護法第１条から第５条の

規定に違反しており，違法であると主張する。 

憲法第２５条は，すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

ることを国の責務として規定し，また，生活保護法第１条から第４条は，憲法第２５条

の理念に基づき，国民が健康で文化的な生活水準を維持することができるよう最低限

度の生活を保障することなど生活保護法の基本原理を定めているものである。 

審査請求人の本件処分がこれらの規定に違反しているとの主張は，本件処分により

賦課される平成３０年度市民税・県民税普通徴収税額１８１，７００円が，審査請求人

の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害するものであると解されるが，上

記のとおり，これらの規定は国の責務及び生活保護法の基本原理を定めた規定に過ぎ

ず，具体的な最低限度の生活の基準を定めたものではない。 

   また，審査請求人自身が認めるとおり，平成２９年中に審査請求人に所得税等の確定

申告書に記載された所得があったことは明らかであり，当該所得を根拠にして，審査

請求人の平成３０年度市民税・県民税の普通徴収税額を決定した処分が，憲法第２５

条又は生活保護法第１条から第５条に違反し，違法又は不当であるとは言えない。 

 



（３）結論  

以上の理由により，「１  総社市行政不服審査会の結論」のように判断する。  

 

６  審査会の経過等 

 (１) 審査会の経過 

年  月  日 審  査  の  経  過 

平成３０年１２月１８日 審査庁から諮問書及び事件記録等の受理 

・諮問の報告 

平成３１年 １月３０日 

（第１回） 

・審議 

平成３１年 ３月１４日 

（第２回） 

・審議 

 

(２) 総社市行政不服審査会委員 

    会  長  西浦  公 

    副会長  平田  真也 

    委  員  寺尾 惠子 

    委  員  長沼 徹 

    委  員  松尾 一夫 

 

 

 

 

 

 


